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2019.6.20 

NO.254 

   消防演習の実施について 
7/2 

(火) 

 下記の日時で、消防団員による規律訓練・ポンプ車操法等を行います。  

火災とお間違えのないようお願いします。 

 

● 日  時  ７月２日（火）午後３時から 

● 場  所  和寒町総合体育館・東側駐車場 

      カントリーエレベーター駐車場 

            ※当日、サイレン吹鳴はしません。 

         

■詳しくは消防署和寒支署まで  （℡３２-２１１９） 

特定計量器定期検査のお知らせ 7/5 

(金) 

 商店・取引等ではかり売りをする為に使用する計量器や、農家で直接販売等を行う為に使用する計量器は、2

年に 1 回北海道が実施する定期検査を受けることが義務付けられています。（計量後、一度農協等に集荷し農

協等で計量されるなどの目安用の計量器は対象外）農家・商店等で、検定合格印がない計量器等をお持ちの

方はこの機会に検査を受けてください。 

● 日  時  ７月 5 日（金）  

● 場  所  和寒町役場西側車庫 

※検査には、はかりの種類・大きさにより検査手数料が異なります。 

※6月 25日(火)までにお申込みください。 

■詳しくは産業振興課商工観光労政係（℡32-2423） 

   天塩川クリーンアップ大作戦 
7/6 

(土) 

７月６日は、天塩川流域の各市町村が一斉に川や河川敷をきれいにする日です。町でも清掃活動を実施します

ので、多くの皆さまのご参加をお待ちしています。 

●日  時  ７月６日（土） 小雨決行 

       午前６時～（30分程度） 

●集合場所  道道和寒幌加内線寒川橋左岸 

●作業場所  桜づつみ堤防 

●作業内容  空き缶・ペットボトル等ごみ拾い 

       （ごみ袋・軍手は用意します。） 

 ■詳しくは建設課管理係まで（℡32-2424） 
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『緑の募金』ご協力ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緑の募金」期間（4/25～5/31）に募金活動が展開され、５

月 17 日には、ホクレンショップ、セブンイレブン、ローソンの各

店先で和寒中学校生徒会による街頭募金が行われました。 

皆さまのご協力により総額 16,824 円の募金が集まりまし

た。 

募金は、被災地の緑化支援、森林整備や森林、公園、街路な

どの緑化事業に充てられます。 

たくさんのご協力ありがとうございました。 

■詳しくは産業振興課畜産林政係まで（℡32-2423） 

全町ナイターソフトボール大会参加チーム募集 

 今年で 40 回目を迎える全町ナイターソフトボール大会を開催します。つきましては、参加チームを募集して

いますので、友人、知人、職場の仲間などでチームを編成の上、お申込みください。 

 

●大会期間 ７月上旬から（参加チーム総当たりのリーグ戦） 

●大会会場 総合体育館グランド 

●参加資格 登録選手は町内に居住または町内の企業に従事している方で、高校 

生以下は除く。（大学、専門学校生は可） 

●参加費用 １チーム 12,000 円（予定） 

●主  催 和寒町ソフトボール協会 

●申し込み ６月 28 日（金）までにソフトボール協会事務局までご申込みください。 

 

 

 

 

 

※なお、休館中の図書の返却は正面玄関横のブックポストをご利用ください。 

６月 30日（土）からは平常どおり開館いたします。たくさんのご来館をお待ちしています。 

■詳しくはソフトボール協会事務局（役場 久保田）まで（℡32-2421） 

   2019全日本トライアル選手権シリーズ第４戦北海道大会 
7/14 

(日) 

7 月 14 日（日）に 2019全日本トライアル選手権シリーズ第４戦北海道大会が開催されます。 

 トライアル競技とは、地面に足をつけないようにバイクを操り岩や急斜面などから構成されるセクションをク

リアしていく競技で、全日本選手権は北海道では和寒が唯一の競技会場になっています。 

○ 開 催 日 7 月 14 日（日）8:00～ 

○ 開催場所 わっさむサーキット 

○ 入 場 料  

前売券  １，５００円 

 当日券  ２，０００円 

 ・ローソンチケット（Ｌコード：１１６０９） 又は、販売店（和寒町

はオートショップサイトウ）でお買い求めになれます。 

 尚、町民の方へ無料入場券８０枚をご用意しております。ご

希望の場合は産業振興課までお越しください。 

 
■詳しくは産業振興課商工観光労政係（℡32-2423） 
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区 分 応   募     要    領 

１．職    種 臨時事務員 

２．募集人員 1名 

３．応募資格 ・パソコン操作（ワード・エクセル等）が出来る方 

・和寒町に居住可能な方 

・年齢６０歳未満の方 

４．雇用期間 令和元年８月１日～令和２年３月３１日 

５．勤務時間 午前８時３０分から午後４時３０分まで 

６．雇用条件 賃金 日額 ６，２５０円～ 

保障制度 社会保険、雇用保険、労災保険加入 

７．業務内容 一般事務 

８．応募要領 市販の履歴書に自筆で記入のうえ、最近３ヶ月以内の写真を添付してください。 

９．応募期間 令和元年７月５日（金）まで 

10．選考方法 書類選考及び面接 

11．応 募 先 〒098-0133 上川郡和寒町字北町 61番地 和寒町公民館内 

和寒町教育委員会 電話 0165-32-2477 

12．そ の 他 詳細については教育委員会にお問い合わせください。 

 

 

 

ルールを守って楽しい花火をしましょう 

子どもたちにとって夏の身近な風物詩おもちゃ花火。しかし「おもちゃ」とはいえ、花火の原料は火薬です。き

まりを守らないと火災の原因になったり、やけどをするなどのケガの原因になります。花火で遊ぶ時はルールと

マナーを守って、正しく遊びましょう。 

●花火をする前に 

①風の強い日はやめましょう。②水バケツを準備しましょう。③必ず大人と一緒にしましょう。 
 

●花火をするときは 

①花火の説明書を読みましょう。 

②手持ち花火は１本ずつ持ちましょう。 

③打ち上げ花火は途中で火が消えても覗かないようにしましょう。 

④火が消えたものは水バケツに捨てましょう。 

⑤花火は分解しないようにしましょう。 
 

●後片付けをするときは 

 ①消えたと思っても火が出ることがあるので、注意しましょう。 

②ゴミ箱に捨てる前に、もう一度火が消えたのを確認しましょう。 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■詳しくは消防署和寒支署まで（℡32-2119） 

和寒町臨時職員を募集します 

 和寒町では、下記要領により臨時職員を募集します。採用を希望されるかたは期日までに応募してください。 

■詳しくは教育委員会まで（℡32-2477） 
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裁判所ってどんなところ？みんなで体験！ 

 小学生のみなさん、裁判所がどんなことをしているのか夏休みに見学に来ませんか？法廷を見学して、自分

たちで模擬裁判を行ってみましょう。本物の裁判官に色々なことを質問したり、クイズに答えてこの国の司法に

ついて学びませんか？ 

  ●日  時  ８月１６日（金）午前９時１５分から１２時５分まで（予定） 

●会  場  旭川地方・家庭裁判所名寄支部（名寄市西４条南９） 

 ●募集対象  小学校５、６年生の児童 定員２０人 

 

●申し込み  ８月９日（金）まで、お電話でお申し込みください。 

 ●受付時間  平日 午前８：３０～午後５：００ 

 ※定員に達し次第，締め切らせていただきます。 

 ●そ の 他  参加無料！ 

夏休みの自由研究にもおすすめです！ 

皆様の御参加をお待ちしております。 

■お申込み・お問合せは旭川地方・家庭裁判所名寄支部庶務課（℡０１６５４－３－３３３１） 

 

特定の公共施設と敷地内が禁煙になります！ 

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設などの喫煙を禁止する「健康増進法の一部を

改正する法律」の一部が施行されます。子どもや患者などの特に配慮が必要な方々が不特定多数利用する施設

が、7月 1日から屋内と敷地内が禁煙となりますのでお知らせいたします。 

●対象施設 

  小中学校、三和高等学校、町立病院・保健福祉センター 

保育所・子育て支援センター、総合庁舎・町民センター 

 

 

 

既に敷地内禁煙を実施している施設もありますが、新たに総合庁舎・町民センターも敷地内禁煙となり、現在の

喫煙スペースを撤去いたします。また、上記以外の公共施設も令和 2 年 4 月 1日時点で喫煙専用室がある施設を

除き屋内禁煙となります。 

望まない受動喫煙による健康への被害を防止し、皆さんが一層健康な生活を送ることができますようご理解

とご協力をお願いいたします。 

 

 
■詳しくは総務課財政係まで（℡32-2421） 

 

7月25日

全面施行

一部施行（学校、病院、児童福祉施設、行政機関）
法律公布

2020年（令和2年）2019年

4月1日7月1日

2018年


